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中小企業事業承継 

事業承継は、多くの中小企業において、喫緊の課題

となっている。都は、経営者に事業承継の重要性など

を意識啓発する情報提供とともに、相談による経営状

況等の把握や承継計画の策定、承継段階ごとの支援を

総合的かつ継続的に実施することが重要である。 

１ 事業承継の現状 

 戦後創業期の中小企業経営者が

世代交代期を迎える中で、経営者の

高齢化に歯止めがかからない状況

にある。 

資本金規模別の代表者の平均年

齢の推移を見ると、全企業平均で

は、昭和６０年の５３歳１か月から

平成１６年の５８歳６か月へと上

昇している。１０億円以上の企業

は、ほぼ横ばいで推移しているのに

対し、１０００万円未満のいわゆる

中小企業は、経営者が高齢化し、事

業承継が進んでいないことが伺え

る（図１）。 

 経営者が交代し、事業承継が行わ

れたものを先代経営者との関係の

変化で見てみると、２０年以上前に

は、約８割が子息・子女を後継者と

しており、その他親族を加えると９

割を超えていた。しかし、直近の５

年では、親族が６割に減少する反

面、親族以外の後継者が約４割とな

っている（図２）。 

承継のための先代経営者の取組

に関して、現経営者への調査による

と、「特別なことはしなかった」と

回答する割合が全体の３割を占め

ている（図３）。事業承継には、後

継者の選定や育成だけでなく、円滑

な後継者への権限委譲、金融機関や

取引先など社外関係者の理解、役員

や従業員などの協力が重要である

が、個別の取組内容の結果を見ても

不十分な状況となっている。 

図１ 資本金規模別の代表者の平均年齢の推移 
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図２ 先代経営者との関係の変化（平成１５年） 
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図３ 承継のための先代経営者の取組内容 
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また、中小企業は、資金調達のた

めの借入を行う際は、代表者の個人

保証・個人資産の担保提供を求めら

れることが多い。社長個人資産の担

保提供の有無と社長交代率の関係

を見ると、担保提供が無い企業では

１７．８％に対し、有る企業は全体

の８．３％と半分以下になってお

り、中小企業の円滑な事業承継を阻

害している可能性がある（図４）。

 課題の認識がなく、事業承継対策

が行われていない中で、経営者が死

亡した場合には、資産・株式等の分

割相続、自社株の評価額についての

図４ 担保提供（社長個人資産）の有無別に見た 
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出所：中小企業白書 

知識不足による多額の相続税の負担、従業員が承継する場合の所有と経営の分離など

様々な問題が起こっている。 
 

２ 国の取組 

 中小企業庁は、平成１７年１０月に関連士業団体や経済関係団体とともに「事業承継協

議会」を設立し、平成１８年６月には、同協議会が「事業承継ガイドライン」を策定・公

表した。事業承継の方法として、「親族内承継」「従業員承継」「Ｍ＆Ａ※１」の３つのパタ

ーンについてメリット・デメリットをまとめるとともに、それぞれの具体的対策を紹介し

ている（図５）。 

 また、平成１９年度から、中小企業基盤整備機構の各支部（全国９か所）等に事業承継

問題への対応を専門とするコーディネーターを配置し、商工会議所・商工会や各実務家（弁

護士・税理士・公認会計士等）と連携して中小企業経営者の事業承継を広範かつ高度にサ

ポートする「事業承継支援ネットワーク」を構築している（図６）。 
 
図５ 「事業承継ガイドライン」で示された事業承継の具体的対策 
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出所：事業承継協議会「事業承継ガイドライン」より作成 



図６ 「事業承継支援ネットワーク」のイメージ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出所：（独）中小企業基盤整備機構関東支部資料より作成 

 

 
 

 平成１９年８月、経済産業省と中小企業庁は「平成２０年度税制改正要望」を公表。要望では、

既に相続や遺贈により取得した宅地等に一定要件を満たす場合に適用される小規模宅地特例で実

現している８０％の減額措置を非上場株式等の事業用資産全体に適用し、８０％以上の大幅な相

続税の軽減を図るとしている。 
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 出所：大和総研「事業承継税制見直しへ」 

 

３ 都の取組 

都は、平成１６年５月に、中小企業振興対策審議会の答申で、円滑な事業再生、事業承

継の実現に向けた支援を検討することを提言された。平成１７年度から、（財）東京都中

小企業振興公社を窓口とし、必要に応じて公認会計士等の専門家を活用し、個々の企業に

適した対応策を提示する「中小企業リバイバル支援事業」を実施している（図７）。 

また、経営者向けに事業承継のためのセミナー等を開催し、情報提供を行っている。資

金面としては、中小企業制度融資の中に、事業承継を融資対象として支援している（図８）。
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図７ 中小企業リバイバル支援事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
出所：（財）東京都中小企業振興公社ＨＰより作成 
 

図８ 中小企業制度融資（産業力強化融資(チャレンジ)の中に事業承継のメニュー） 

◇利用できる人 
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融資限度額 １億円（組合２億円） 

融資期間 １０年以内（措置期間２年以内含む。）

利率 （責任共有利率） 

 固定金利2.1～2.6％以内 
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物的担保 この融資の保証を含めて保証合計残高

が８，０００万円を超える場合は必要  
出所：産業労働局資料より作成 

 

 

 都議会は、平成１９年第３回定例会にて「中小企業の事業承継円滑化のための税制措置等に関

する意見書」を提出。非上場株式等の事業用資産に係る相続税は、５年程度の一定期間の事業継

続等を前提に非課税とすべきであり、事業を継承する者の税負担の減免を図る包括的な税制を確

立することなどを要請した。 
 

４ 円滑な事業承継へ向けて 

 事業承継には、後継者の育成、後継者への権限委譲、金融機関等関係者への説明・理解

などの多くの課題があり、解決までに長期間を要する。中小企業経営者の高齢化が進んで

いるにもかかわらず、意識が希薄なため、事業承継が進んでいない状況にある。 

都は、経営者に対して、事業承継の重要性などを意識啓発する積極的な情報提供ととも

に、それぞれの企業が置かれている異なる条件の中では、相談による経営状況等の把握や

承継計画の策定、承継段階ごとの支援を総合的かつ継続的に実施することが重要である。 
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